
　当協会は、本道における体育・文化及び産業の普及振興を図り、道民の福祉の向上

を目的とし、次の各種４事業を行う。

　① スポーツ普及振興を図るため、施設を有効に活用し、「生涯スポーツ」をコンセ

プトとする各種スポーツ教室を実施するほか、施設を利用した各種スポーツ競技会や

大会等を主催、共催及び後援する。

　また、② 生活文化の向上を図るため、一般財団法人の性格を活かした各種事業を

実施する。

　税法上の課税対象となる収益事業については、③ 施設の管理運営を行う道からの

指定管理業務及び④ その他の収益事業としてイベント事業等及び物品販売・貸出・

飲食のサービス事業等を適切に行い、体育文化の向上及び産業の発展・振興に努める。

　また、第５期指定管理者として５年目を迎え、２施設（道立真駒内公園、道立野幌

総合運動公園）の指定管理業務の適切な対応に努める。

（主な事業）

Ⅰ スポーツ普及振興事業

１　各種スポーツ教室の開設

２　各種スポーツ競技会・大会等の開催及び後援

Ⅱ 生活文化向上事業

１　生活文化向上に係わる各種事業の実施

　　アイスアリーナこども食堂、スタジアムでスケートの日、

　　パークフロントフェスティバル　など

Ⅲ 施設管理運営事業

１　北海道立真駒内公園の公園施設の指定管理業務

２　北海道立野幌総合運動公園の公園施設の指定管理業務

Ⅳ その他収益事業

１　物品販売・貸出及び飲食事業

令和８年度　事 業 計 画
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【Ⅲ　施設管理運営事業   】

　１．北海道立真駒内公園の公園施設の指定管理業務
　（１）　真 駒 内 公 園

区　　　　分 期別 期　　　　間 内　　　　　　　　　　　　容

１．公園の利用計画

夏期 4月～11月 ・一般利用（散策、遠足、ジョギング、マラソン等）

・自由の広場 （少年野球、ソフトボール、グランドゴルフ等）

冬期（場　　所）　　真駒内屋内競技場特別応接室・一般利用（散策、歩くスキー等）

２．施設の管理

・芝生（芝刈等）、樹木（剪定、倒木処理、生垣刈込、

   冬囲い等）の維持管理

・清掃、警備（園内巡回）等

・有料駐車場　4月29日～11月3日（土、日、休日）

・札幌市南区少年軟式野球連盟と協働で、自由の広場の草刈

  作業を実施

　（２）　屋 内 競 技 場
区　　　　分 期別 期　　　　間 内　　　　　　　　　　　　容

１．競技場の利用計画

(1)本館 夏期 4月上旬～12月上旬 ・個人及び一部利用（バドミントン、卓球、ソフトテニス等）

　及び3月

冬期 11月中旬～3月中旬 ※トイレ及び照明設備改修工事のためスケートリンク休止予定

通年 4月1日～3月31日 ・個人利用（ウェイトトレーニング）　

※トレーニング機器の老朽化により休止

・全部利用（アマチュアスポーツの競技会・練習会、研修会

           　・講習会・集会、展示会、その他の催物）

・観覧（一般観覧）

・会議室及び施設設備利用（観客用椅子・放送設備・電光

                           　　　   　 掲示盤等）

※11月中旬～3月中旬までトイレ及び照明設備改修工事

のためアリーナ及び観覧利用休止予定（工期により休止期間

変動あり）

(2)附属体育館 通年 4月1日～3月31日 ・全部利用

・個人及び一部利用（バドミントン・卓球・フットサル他）

２．施設の管理

(1)保守管理等 ・電気・機械設備、整氷等の保守業務、清掃、警備業務等

・施設の修繕等維持管理

(2)休場日 ・夏期は第1、第3火曜日

・冬期は第2・第4火曜日及び12月31日～1月3日

(3)夏期冬期切替整備日 ※11月中旬～3月中旬までトイレ及び照明設備改修工事

のため切替作業なし

・個人利用（ランニングコース･････ 2階・1周314ｍ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3階・1周約316ｍ）
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　（３）　屋 外 競 技 場
区　　　　分 期別 期　　　　間 内　　　　　　　　　　　　容

１．競技場の利用計画 夏期 4月下旬～11月上旬 ・テニスコートの個人及び一部利用

冬期 12月中旬～2月中旬 ・個人利用（スケート）

通年 4月1日～3月31日 ・個人利用（トレーニング）

・観覧（一般観覧）

・全部利用（アマチュアスポーツの競技会・練習会、研修会

                  ・講習会・集会、展示会、その他の催物）

・会議室及び施設設備利用

                            

２．施設の管理

(1)保守管理等 ・清掃、電気・機械設備等の保守業務、警備、整氷等

・施設の修繕等維持管理

(2)休場日 ・第1、第3火曜日及び12月29日～1月3日

(3)夏期冬期切替整備日 ・夏期　4月1日～4月下旬（多目的コートの除雪、清掃整備）

・冬期　11月中旬～12月中旬（スケートリンク準備等）

＊整備期間中は、トレーニング、観覧、会議室のみ利用

　２．北海道立野幌総合運動公園の公園施設の指定管理業務
区　　　　分 期別 期　　　　間 内　　　　　　　　　　　　容

１．公園の利用計画
(1)公園 通年 4月1日～3月31日 ・一般利用（散策、遠足、ジョギング、マラソン、歩くスキー等）

(2)水泳プール 通年 4月1日～3月31日 ・全部利用又は個人利用
　　　　　　　（2槽）（競泳・水泳用　50ｍ×22ｍ）
　　　　　　　　　　　（飛込用　22ｍ×22ｍ）
　　　　　　　　　　　（観覧席　1,000名）

(3)メインアリーナ 通年 4月１日～3月31日 ・全部利用又は個人利用（バスケットボール2面、ハンド
　　　　　　　　　　ボール 1面、バレーボール 3面、テニス
                        3面、バドミントン 10面他、観覧席600名）

(4)サブアリーナ 通年 4月1日～3月31日 ・全部利用又は個人利用（バスケットボール 1面、バレー
                        ボール 1面、テニス 1面、バドミントン
                        3面）

(5)テニスコート 夏期 4月25日～11月23日 ・全部利用又は一部利用　（全天候型オムニコート 18面
　　　　　　　　　　　　ベンチスタンド 1,300名、芝生スタ
　　　　　　　　　　　　ンド　800名）

(6)ホッケー・サッカー場
　　　　　　　・人工芝 夏期 4月25日～11月23日 ・全部利用（人工芝　1面）
　　　　　　　・天然芝 夏期 　 6月1日～10月31日 ・全部利用（天然芝　1面）

(7)ラグビー場 夏期 6月1日～10月31日 ・全部利用又は一部利用（天然芝　A面、B面）
（B面は芝生養生のため休止）（芝生の状態により期

間の変更あり）
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区　　　　分 期別 期　　　　間 内　　　　　　　　　　　　容
(8)軟式野球場 夏期 5月1日～10月31日 ・全部利用（両翼　94ｍ、中堅　120ｍ、内野階段スタンド

            500名、内・外野芝生スタンド　2,500名）

(9)硬式野球場 夏期 5月1日～10月31日 ・全部利用（両翼　98ｍ、中堅　122ｍ、内野ＲＣスタンド
            2,000名、内・外野芝生スタンド　7,000名）

(10)陸上競技場 ・全部利用又は個人利用（全天候型ウレタン舗装トラック
　　　・トラック 夏期 5月1日～11月24日                                  [400ｍ×8コース]、
　　　・インフィールド 夏期 芝生養生のため休止                                   インフィールド部分サッカー使用可

                                  芝生スタンド　7,500名収容）

(11)合宿所 通年 4月1日～3月31日 ・個人・団体利用（洋室16室80名、和室4室20名　
                         計100名収容）

２．施設の管理
(1)保守管理等 ・清掃、電気・機械設備等の保守業務、警備、園内巡回等

・施設の修繕等維持管理
・芝生（芝刈、施肥、エアレーション等）、樹木（剪定、支柱補
        強、施肥、冬囲い等）の維持管理

(2)休場日 ・水泳プール、メインアリーナ、サブアリーナは月曜日及び
  12月29日～1月3日
・合宿所は12月29日～1月3日
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（単位；千円）

　Ⅰ　一般正味財産増減の部
１．　経常増減の部
（１）　経常収益

①　基本財産運用収益
基本財産利息収入 1 1 0

②特定資産運用収益
特定資産利息収入 1 1 0

③施設管理業務費収益（道負担金）
地方公共団体負担金収入 213,775 213,380 395

施設管理運営事業収入 248,039 256,696 △ 8,657
⑤事業収益

物品販売事業収入 485 595 △ 110
売上納付料収入 12,292 12,421 △ 129
スポーツ普及振興事業収入 9,307 9,436 △ 129
生活文化向上事業収入 246 91 155

⑥雑収益
受取利息収入 150 4 146
雑収入 50 40 10

⑦他会計からの繰入額
他会計からの繰入額 - - 0

484,346 492,665 △ 8,319
（２）　経常費用

①事業費
給料手当 89,492 93,291 △ 3,799
臨時雇賃金 17,241 15,361 1,880
福利厚生費 14,934 15,014 △ 80
報償費 328 328 0
旅費交通費 100 100 0
会議費 194 194 0
通信運搬費 1,575 1,574 1
減価償却費 1,548 697 851
消耗什器備品費 0 165 △ 165
消耗品費 8,364 9,136 △ 772
修繕費 20,959 22,353 △ 1,394
印刷製本費 370 632 △ 262
燃料費 38,108 35,595 2,513
光熱水料費 96,005 106,373 △ 10,368
賃借料 3,598 3,745 △ 147
保険料 1,269 1,210 59
広告宣伝費 203 413 △ 210
諸謝金 2,944 2,765 179
租税公課 23,350 23,443 △ 93
納付金 0 0 0
支払寄付金 0 100 △ 100
委託費 146,809 139,725 7,084
原材料費 458 458 0
雑役務費 8,328 13,717 △ 5,389

②管理費
役員報酬 17,100 17,004 96
給料手当 387 745 △ 358
臨時雇賃金 1,059 1,478 △ 419
福利厚生費 2,386 2,445 △ 59
会議費 29 29 0
交際費 100 100 0
教育研修費 132 - 0
旅費交通費 200 200 0
通信運搬費 4 3 1

収　支　予　算　書

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

経常収益計

④施設管理運営事業収益（利用料金収入）

（正味財産増減計算書ベース）

科　　　　　　　目 当年度 前年度 増減
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（単位；千円）

消耗品費 255 200 55
修繕費 0 56 △ 56
印刷製本費 51 54 △ 3
賃借料 1,813 1,075 738
保険料 60 60 0
租税公課 1,201 5,328 △ 4,127
事故対策費 60 60 0
委託費 2,310 2,310 0
雑役務費 767 714 53
支払利息 1 1 0
雑費 100 100 0

③他会計への繰出額
他会計への繰出額 - - 0

　　経常費用計 504,192 518,351 △ 14,291
当期経常増減額 △ 19,846 △ 25,686 5,972

２．　経常外増減の部 0
（１）　経常外収益 0

　　経常外収益計 0 0 0
（２）　経常外費用 0

　　経常外費用計 0 0 0
当期経常外増減額 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 19,846 △ 25,686 5,840
一般正味財産期首残高 49,872 75,558 △ 25,686
一般正味財産期末残高 30,026 49,872 △ 19,846

　Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 2,000 2,000 0
指定正味財産期末残高 2,000 2,000 0

　Ⅲ　正味財産期末残高 32,026 51,872 △ 19,846

増減科　　　　　　　目 当年度 前年度
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